
事 業 主 宣 言

『安全で健康的に働きやすい職場にする為に!!』

①作業環境に応じたﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを実施し
　危険要因を事前に排除し作業をします

②建設機械作業は､特定作業計画を作成･周知
　確認後 作業をします

③高齢に伴う健康管理は､必要な処置を継続
　して健康保持に努めます

「SafeworK向上宣言」は、宮城労働局及び県内の各労働基準監督署のほか、上記の関係団体が運営しています。

様式１

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

若葉建設株式会社

宣言日：

事業場名

 SafeworK 向上宣言

令和 ６年 １月 １日

🔶私たちは安全で快適な職場を築くため､宣言します🔶


